
２
０
１
７
年
３
月
８
日
、

東
京
地
裁
は
第
４
次
ロ
ッ
ク

ア
ウ
ト
解
雇
裁
判
原
告
（
１

人
）
に
対
し
、
解
雇
無
効
、

社
員
と
し
て
の
地
位
を
認
め
、

解
雇
日
に
遡
っ
て
現
在
ま
で

の
賃
金
を
支
払
う
よ
う
命
令

し
ま
し
た
。
第
４
次
の
原
告

は
14
年
３
月
に
解
雇
さ
れ
、

同
年
７
月
に
提
訴
し
て
い
ま

し
た
。

ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
解
雇
裁
判

２
０
１
２
年
７
月
に
始
ま
っ

た
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
解
雇
。
裁

判
提
訴
は
第
１
次
か
ら
第
５

次
ま
で
あ
り
、
合
計
11
人
が

原
告
と
な
っ
て
い
ま
す
。

昨
年
３
月
の
第
１
次
・
第

２
次
（
５
人
）
の
全
面
勝
利

判
決
に
続
き
、
今
回
で
６
人

目
の
勝
訴
と
な
り
ま
す
。

現
在
、
第
１
次
・
第
２
次

裁
判
は
高
裁
で
争
わ
れ
て
い

ま
す
。
ま
た
、
第
３
次
・
第

５
次
あ
わ
せ
て
５
人
の
原
告

も
勝
利
を
確
信
し
て
引
き
続

き
た
た
か
っ
て
い
ま
す
。

第
４
次
裁
判
の
争
点

会
社
は
解
雇
理
由
を
個
人

の
業
績
不
良
だ
と
し
て
い
ま

し
た
が
、
組
合
側
は
明
ら
か

な
人
員
削
減
の
一
環
で
の
解

雇
だ
と
主
張
。
い
わ
ゆ
る

「
整
理
解
雇
の
４
要
件
」
を

満
た
せ
な
い
会
社
が
業
績
不

良
と
い
う
口
実
を
で
っ
ち
あ

げ
て
解
雇
し
た
と
批
判
し
て

き
ま
し
た
。

裁
判
所
は
「
組
織
的
な
も

の
と
し
て
人
員
削
減
を
行
っ

て
い
た
こ
と
は
認
め
ら
れ
る
」

と
認
定
。
さ
ら
に
「
業
務
に

重
大
な
回
復
困
難
な
支
障
や

損
失
を
与
え
る
も
の
で
あ
っ

た
と
ま
で
は
認
め
ら
れ
な
い
」

と
し
、
解
雇
は
、
客
観
的
に

合
理
的
な
理
由
を
欠
き
、
社

会
通
念
上
相
当
と
い
え
な
い

か
ら
、
権
利
乱
用
と
し
て
無

効
だ
と
し
ま
し
た
。

「
勇
気
を
出
し
て
」
と
原
告

記
者
会
見
で
は
日
本
Ｉ
Ｂ

Ｍ
支
部
弁
護
団
よ
り
「
判
決

は
さ
さ
い
な
点
を
認
め
た
が
、

そ
れ
だ
け
で
は
解
雇
で
き
な

い
と
し
た
点
が
日
本
の
雇
用

を
守
る
判
決
だ
」
と
評
価
し
、

「
現
在
の
状
況
か
ら
、
原
告

の
職
場
復
帰
を
強
く
求
め
て

い
き
た
い
」
と
語
り
ま
し
た
。

原
告
か
ら
は
「
勇
気
を
奮
っ

て
組
合
に
入
れ
ば
道
は
開
け

る
」
と
力
強
い
メ
ッ
セ
ー
ジ

が
発
せ
ら
れ
ま
し
た
。

厚
労
省
で
記
者
会
見
す
る
弁
護

団
と
Ｊ
Ｍ
Ｉ
Ｔ
Ｕ
代
表

金
属
労
働
者
の
つ
ど
い
が

３
月
５
日
、
東
京
と
大
阪
の

東
西
で
開
か
れ
ま
し
た
。
大

阪
で
の
集
会
に
は
１
０
０
０

人
が
参
加
、
東
京
・
上
野
公

園
野
外
ス
テ
ー
ジ
で
開
か
れ

た
東
日
本
集
会
に
は
１
２
０

０
人
が
参
加
し
ま
し
た
。
主

催
者
あ
い
さ
つ
を
し
た
生
熊

実
行
委
員
長
（
Ｊ
Ｍ
Ｉ
Ｔ
Ｕ

委
員
長
）
は
、

「
将
来
の
人
生

設
計
が
で
き
る

納
得
で
き
る
賃

上
げ
を
め
ざ
そ

う
」
と
よ
び
か

け
る
と
と
も
に
、

過
労
死
基
準
ま

で
残
業
を
認
め

る
政
府

の
「
働

か
せ
方
改
悪
」

に

つ

い

て

、

「
あ
り
え
な
い
」

と
厳
し
く
批
判
。

争
議
団
を
代
表

し
て
Ｉ
Ｂ
Ｍ
支

部
の
大
岡
委
員

長
が
、
「
争
議

の
全
面
解
決
の

た
め
み
な
さ
ま

の
支
援
を
お
願

い
し
ま
す
」
と

訴
え
ま
し
た
。

そ
の
後
、
荏
原
エ
イ
サ
ー

隊
を
先
頭
に
、
「
大
幅
賃
上

げ
で
景
気
回
復
を
」
「
日
本

Ｉ
Ｂ
Ｍ
は
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
解

雇
を
や
め
ろ
！
」
の
横
断
幕

を
持
ち
、
観
光
客
な
ど
で
に

ぎ
わ
う
上
野
の
商
店
街
を
パ

レ
ー
ド
し
ま
し
た
。

終
了
後
に
交
流
会
を
行
い
、

鶏
の
丸
焼
き
を
み
ん
な
で
お

い
し
く
い
た
だ
き
な
が
ら
交

流
を
図
り
、
楽
し
い
時
間
を

過
ご
し
ま
し
た
。
日
本
Ｉ
Ｂ

Ｍ
の
た
た
か
い
の
連
帯
を
広

め
団
結
を
強
め
た
一
日
で
し

た
。

一
昨
年
、
海
底

の
戦
艦
武
蔵
を
某

Ｉ
Ｔ
長
者
が
発
見

し
た
記
事
が
あ
っ

た
。
武
蔵
が
撃
沈

さ
れ
た
レ
イ
テ
沖

海
戦
で
連
合
艦
隊
は
壊
滅
状

態
に
な
っ
た
。
こ
の
時
点
で

敗
戦
を
覚
悟
し
た
戦
争
指
導

者
も
多
い
と
い
う
▼
し
か
し

積
極
的
に
終
戦
に
動
く
こ
と

は
な
か
っ
た
。
こ
の
時
戦
争

を
止
め
て
い
れ
ば
、
日
本
全

土
が
焦
土
と
化
し
、
多
く
の

罪
の
な
い
民
間
人
が
犠
牲
に

な
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
当

時
の
日
本
の
戦
争
指
導
者
は

戦
争
を
止
め
る
勇
気
に
欠
け

て
い
た
▼
ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
解

雇
裁
判
は
、
判
決
の
出
た
原

告
６
人
全
員
の
解
雇
無
効
が

認
め
ら
れ
た
。
会
社
の
過
ち

は
明
ら
か
に
な
り
、
太
平
洋

戦
争
の
戦
局
と
同
様
、
も
は

や
挽
回
は
不
可
能
で
あ
る
▼

過
ち
を
正
す
の
に
遅
す
ぎ
る

こ
と
は
な
い
。
会
社
は
速
や

か
に
勇
気
を
も
っ
て
争
議
の

全
面
解
決
を
決
断
す
る
べ
き

で
あ
る
。
さ
も
な
け
れ
ば
Ｉ

Ｂ
Ｍ
の
ブ
ラ
ン
ド
イ
メ
ー
ジ

が
回
復
す
る
こ
と
は
な
い
で

あ
ろ
う
。

(

Ｆ)

◇組合代表メールアドレスが変わりました。 ｅ－ｍａｉｌアドレス ｋｕｍｉａｉ＠ｊｍｉｔｕ－ｉｂｍ．ｏｒｇ ★本誌掲載記事の無断掲載・複写を禁じます。

(1)２０１７年３月２１日 か い な 第２３０２号

組合に入ろう！
組合に相談を！

J M I T U ( 日 本 金 属 製 造
情 報 通 信 労 働 組 合 )
日 本 ア イ ビ ー エ ム 支 部

東京都港区赤坂2丁目20の6
川瀬ビル5F 〒107-0052
T E L : 0 3 - 3 5 8 3 - 9 0 3 7
F A X : 0 3 - 5 5 6 2 - 0 8 5 3

定価 月 500円

２０１７年３月２１日 か い な 第２３０２号(4)

す
べ
て
の
労
働
者
の
賃
上
げ
を

17
春
闘
へ
金
属
労
働
者
の
つ
ど
い

支援を訴える大岡委員長と争議団の仲間たち第４次ロックアウト解雇
全面勝利判決！

皆で舌鼓を打った鶏の丸焼き

主催：日本ＩＢＭ解雇撤回闘争支援全国連絡会
連絡先：ＪＭＩＴＵ日本ＩＢＭ支部東京都港区赤坂２－２０－６川瀬ビル５Ｆ

℡:03-3583-9037 e-mail: kumiai@jmitu-ibm.org



声   明 

          日本ＩＢＭのロックアウト解雇、三たび断罪！ 

 

2017年3月8日                 ＪＭＩＴＵ（日本金属製造情報通信労働組合） 

ＪＭＩＴＵ 日本アイビーエム支部                     

ＩＢＭロックアウト解雇事件弁護団                     

１ 東京地裁民事第11部（佐々木宗啓裁判長）は、本日、日本ＩＢＭのしたロックアウト解雇を無効として、原告（１

名）につき地位確認及び賃金支払いを命ずる原告全面勝訴の判決を言い渡した。東京地裁は、我が国の解雇規制法

理を無視した日本ＩＢＭの乱暴な解雇を断罪したものである。 

２ 日本ＩＢＭは、2012年7月以降、ロックアウト解雇を開始した。それ以前会社は、2008年末以降、執拗な退職勧

奨によって1300人もの労働者を退職させていたが、業績不良を理由とする解雇は一切行っていなかった。ところが、

2012 年に米国本社から派遣された外国人社長が就任した直後から本件と同様のロックアウト解雇が連発されたの

である。 

  2012年7月～10月にかけて11名、2013年5月～6月に15名、2014 年3月に 4名、2015年3月～4月に5名の

組合員を解雇した。これ以外に非組合員15名も解雇通告されている。本件４次訴訟の原告は2014年3月に解雇さ

れた組合員であるが、他にも10名の解雇された組合員が地位確認訴訟を提起しており、そのうち１次・２次訴訟（原

告合計５名）については昨年３月28日に東京地裁が原告全員勝訴の判決を下し、現在東京高裁に係属している。日

本ＩＢＭのロックアウト解雇は、今回の東京地裁判決によって三たび断罪されたことになる。 

３ 本件解雇を含む日本ＩＢＭのロックアウト解雇の特徴は、第１に、原告ら被解雇者が長年にわたり日本ＩＢＭに

勤続してきた労働者であり、会社が主張するような業績不良や改善見込みがないなどという事実はないにもかかわ

らず、人員削減と労働者の「新陳代謝」を図るために、業績不良という口実をでっちあげて解雇したものであるこ

とである。被解雇通告者に交付した解雇理由書に一律に「業績が低い状態にあり、改善の見込みがない」なる抽象

的な理由が同一文言で記載されているのみであったことはこのことを裏付けている。 
第２に、20年以上勤務してきた原告らを突然呼び出して解雇を通告し、その直後に同僚に挨拶をする間も与えず

に社外に追い出す（ロックアウト）という乱暴な態様のものであることである。第３に、2012年7月以降の日本Ｉ

ＢＭ全体の被解雇通告者は50名にのぼるが、そのうち解雇通告当時、組合員であった者が34名であり、まさに組

合員を狙い撃ちしたものであり、これはリストラに反対してきた労働組合の弱体化を狙って実施された解雇である

ことである。本件ロックアウト解雇は、まさに米国流の「解雇自由」に基づくＩＢＭによる日本の解雇規制法理に

対する挑戦であった。 

４ 東京地裁は、解雇の有効性について、原告に業績不良があるとしたが、「被告ないし所属部署の業務に重大なあ

るいは回復困難な支障ないし損失を与えるものであったとはいえない」「ＰＢＣ評価は相対的な評価であるところ、

直近の評価は３で一番下ではない」「他の部門ないし部署への配置転換による社内での処遇が困難であったと認め

られない」などからすれば、「原告の執務上の対応の不適切さが解雇を検討すべきほどまでに重大な程度に至って

いるとは認めがたく、今一度その適性にあった職への配置転換や業務上の措置を講ずることを検討すべきであった」

として、「本件解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であるとは認められないから、権利濫用と

して無効というべきである」と断じた。ＩＢＭによる日本の解雇規制法理への攻撃を退けた点において高く評価で

きるものである。 
他方、東京地裁は、原告が解雇に不安を感じて組合に加入したのであり、その後の解雇は組合員を対象に解雇を

行ったという理由でなされたとはいえないとして、不当労働行為性を否定した。この点は不十分な判断である。 
５ 解雇訴訟については、上記の１次・２次訴訟のほか、３次訴訟について現在和解協議が行われている。そして、

本日の４次訴訟勝訴判決により、一連のロックアウト解雇が無効であることが改めて明らかになった。また、労働

者に対する大幅な賃金減額を争った１次訴訟において、日本ＩＢＭは2015年11月に極めて異例の請求認諾をし、

現在闘われている賃金減額２次訴訟でも和解に向けた協議が始まっている。 

  我々は、日本ＩＢＭに対し、本件４次訴訟の控訴を断念し、直ちに解雇を撤回して原告を復職させるよう強く要

求するとともに、５次を含む一連のロックアウト解雇訴訟、賃金減額２次訴訟、都労委での不当労働行為救済申立

事件の全面解決を、強く求めるものである。                             以上 

声 明（要 旨） 

          日本ＩＢＭのロックアウト解雇、三たび断罪！ 

２０１７年３月８日 

                                   ＪＭＩＴＵ（日本金属製造情報通信労働組合） 

                                                         Ｊ ＭＩ ＴＵ  日 本アイビ ーエ ム支部 

                                                         Ｉ Ｂ Ｍロ ッ クア ウ ト解 雇 事件 弁 護団 

 

１ 東京地裁民事第11部（佐々木宗啓裁判長）は、本日、日本ＩＢＭのしたロックアウト解雇を無効とし

て、原告（１名）につき地位確認及び賃金支払いを命ずる原告全面勝訴の判決を言い渡した。東京地裁は、

我が国の解雇規制法理を無視した日本ＩＢＭの乱暴な解雇を断罪したものである。 

２ 日本ＩＢＭは、2012年7月以降、ロックアウト解雇を開始した。それ以前会社は、2008年末以降、執

拗な退職勧奨によって 1300 人もの労働者を退職させていたが、業績不良を理由とする解雇は一切行って

いなかった。ところが、2012 年に米国本社から派遣された外国人社長が就任した直後から本件と同様の

ロックアウト解雇が連発されたのである。 

  2012年7月～10月にかけて11名、2013年5月～6月に15名、2014年3月に4名、2015年3月～4月

に5名の組合員を解雇した。これ以外に非組合員15名も解雇通告されている。本件４次訴訟の原告は2014

年3 月に解雇された組合員であるが、他にも10名の解雇された組合員が地位確認訴訟を提起しており、

そのうち１次・２次訴訟（原告合計５名）については昨年３月28 日に東京地裁が原告全員勝訴の判決を

下し、現在東京高裁に係属している。日本ＩＢＭのロックアウト解雇は、今回の東京地裁判決によって三

たび断罪されたことになる。 

３ 本件解雇を含む日本ＩＢＭのロックアウト解雇の特徴は、第１に、原告ら被解雇者が長年にわたり日本

ＩＢＭに勤続してきた労働者であり、会社が主張するような業績不良や改善見込みがないなどという事実

はないにもかかわらず、人員削減と労働者の「新陳代謝」を図るために、業績不良という口実をでっちあ

げて解雇したものであることである。被解雇通告者に交付した解雇理由書に一律に「業績が低い状態にあ

り、改善の見込みがない」なる抽象的な理由が同一文言で記載されているのみであったことはこのことを

裏付けている。 
第２に、20 年以上勤務してきた原告らを突然呼び出して解雇を通告し、その直後に同僚に挨拶をする

間も与えずに社外に追い出す（ロックアウト）という乱暴な態様のものであることである。本件ロックア

ウト解雇は、まさに米国流の「解雇自由」に基づくＩＢＭによる日本の解雇規制法理に対する挑戦であっ

た。 

４ 東京地裁は、解雇の有効性について、原告に業績不良があるとしたが、「被告ないし所属部署の業務に

重大なあるいは回復困難な支障ないし損失を与えるものであったとはいえない」「ＰＢＣ評価は相対的な

評価であるところ、直近の評価は３で一番下ではない」「他の部門ないし部署への配置転換による社内で

の処遇が困難であったと認められない」などからすれば、「原告の執務上の対応の不適切さが解雇を検討

すべきほどまでに重大な程度に至っているとは認めがたく、今一度その適性にあった職への配置転換や業

務上の措置を講ずることを検討すべきであった」として、「本件解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、

社会通念上相当であるとは認められないから、権利濫用として無効というべきである」と断じた。ＩＢＭ

による日本の解雇規制法理への攻撃を退けた点において高く評価できるものである。 
５ 解雇訴訟については、上記の１次・２次訴訟のほか、３次訴訟について現在和解協議が行われている。

そして、本日の４次訴訟勝訴判決により、一連のロックアウト解雇が無効であることが改めて明らかにな

った。また、労働者に対する大幅な賃金減額を争った１次訴訟において、日本ＩＢＭは2015年11月に極

めて異例の請求認諾をし、現在闘われている賃金減額２次訴訟でも和解に向けた協議が始まっている。 

  我々は、日本ＩＢＭに対し、本件４次訴訟の控訴を断念し、直ちに解雇を撤回して原告を復職させるよ

う強く要求するとともに、５次を含む一連のロックアウト解雇訴訟、賃金減額２次訴訟、都労委での不当

労働行為救済申立事件の全面解決を、強く求めるものである。 
以上 

２
０
１
７
年
３
月
９
日
に

東
京
地
裁
７
０
９
号
法
廷
で
、

２
０
１
５
年
４
月
に
ロ
ッ
ク

ア
ウ
ト
解
雇
さ
れ
た
第
５
次

裁
判
原
告
の
田
中
純
さ
ん
関

連
の
証
人
尋
問
が
行
わ
れ
ま

し
た
。
解
雇
７
年
前
の
所
属

長
の
小
笠
原
吉
啓
担
当
、
解

雇
３
年
前
の
小
林
伸
子
チ
ー

ム
リ
ー
ダ
ー
と
解
雇
当
時
の

所
属
長
の
武
内
聡
公
担
当
、

そ
し
て
田
中
さ
ん
本
人
が
証

言
台
に
立
ち
ま
し
た
。

会
社
側
証
人
説
得
力
な
し

ま
ず
小
笠
原
担
当
と
小
林

チ
ー
ム
リ
ー
ダ
ー
が
証
言
し

ま
し
た
が
、
い
ず
れ
も
解
雇

３
年
以
上
前
の
話
で
あ
り
、

説
得
力
が
あ
り
ま
せ
ん
で
し

た
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
小
林
チ
ー

ム
リ
ー
ダ
ー
が
わ
ず
か
12
分

の
間
に
５
通
も
の
詰
問
す
る

よ
う
な
メ
ー
ル
を
田
中
さ
ん

に
発
信
し
、
田
中
さ
ん
は
心

理
的
に
追
い
詰
め
ら
れ
て
い

た
こ
と
が
組
合
側
弁
護
士
に

よ
っ
て
示
さ
れ
ま
し
た
。

続
い
て
武
内
担
当
が
主
尋

問
で
同
様
の
証
言
を
行
い
ま

し
た
。
し
か
し
反
対
尋
問
で

組
合
側
弁
護
士
に
「
解
雇
を

い
つ
知
っ
た
か
」
と
質
問
さ

れ
る
と
、
「
解
雇
予
告
の
１

週
間
前
に
、
Ｈ
Ｒ
パ
ー
ト
ナ
ー

の
田
中
誠
さ
ん
か
ら
口
頭
で

告
げ
ら
れ
た
」
と
答
え
ま
し

た
。
「
理
由
を
聞
い
た
か
」

の
問
い
に
は
「
ロ
ー
パ
フ
ォ
ー

マ
ン
ス
だ
か
ら
と
言
わ
れ
た
。

具
体
的
な
理
由
は
な
か
っ
た
」

「
自
分
が
田
中
さ
ん
を
解
雇

す
る
よ
う
意
見
を
言
っ
た
の

で
は
な
い
」
と
証
言
し
、
今

回
も
人
事
主
導
に
よ
る
解
雇

で
あ
る
こ
と
が
示
さ
れ
ま
し

た
。次

に
解
雇
の
３
、
４
年
前

の
田
中
さ
ん
の
Ｐ
Ｂ
Ｃ
が
連

続
で
２
で
あ
る
こ
と
に
つ
い

て
、
「
田
中
さ
ん
の
業
績
が

改
善
し
た
の
で
は
な
い
か
」

と
の
問
い
に
「
良
い
評
価
を

つ
け
た
い
と
い
う
気
持
ち
が

あ
っ
た
」
と
証
言
し
、
失
笑

を
買
い
ま
し
た
。

会
社
側
証
言
が
反
転

次
に
組
合
側
弁
護
士
が
解

雇
２
年
前
の
２
０
１
３
年
の

Ｐ
Ｂ
Ｃ
に
つ
い
て
質
問
し
ま

し
た
。
総
評
で
「
サ
ポ
ー
ト

に
感
謝
し
ま
す
」
と
書
い
て

あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
上
で
、

面
談
で
は
「
相
対
評
価
だ
か

ら
３
に
な
っ
た
が
、
絶
対
評

価
な
ら
２
で
す
」
と
言
っ
た

の
で
は
な
い
か
、
と
追
及
し

ま
し
た
。
武
内
担
当
が
否
定

す
る
と
、
組
合
側
弁
護
士
は

録
音
反
訳
書
（
司
法
協
会
が

作
成
し
た
、
裁
判
の
証
拠
に

な
る
テ
ー
プ
起
こ
し
）
を
示

し
、
「
絶
対
評
価
と
い
う
こ

と
で
あ
れ
ば
、
２
つ
け
ら
れ

そ
う
な
ぐ
ら
い
か
な
っ
て
、

僕
は
、
僕
自
身
は
若
干
思
っ

た
ん
だ
け
ど
も
」
（
原
文
マ

マ
）
と
発
言
し
た
こ
と
を
指

摘
さ
れ
る
と
そ
れ
を
認
め
ま

し
た
。
田
中
さ
ん
は
解
雇
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
ほ
ど
悪

い
業
績
で
は
な
か
っ
た
と
、

解
雇
当
時
の
所
属
長
が
認
め

た
瞬
間
で
し
た
。

最
後
に
田
中
さ
ん
自
身
が

証
言
台
に
立
ち
、
５
歳
の
娘

を
抱
え
て
、
不
当
に
解
雇
さ

れ
た
無
念
さ
、
将
来
へ
の
不

安
を
訴
え
ま
し
た
。
会
社
側

弁
護
士
は
反
対
尋
問
で
、
解

雇
10
年
前
の
２
０
０
４
年
の

話
を
持
出
し
ま
し
た
が
、

「
そ
ん
な
昔
の
話
を
持
ち
出

さ
な
い
と
解
雇
の
有
効
性
を

証
明
で
き
な
い
の
か
」
と
の

印
象
を
与
え
て
、
証
人
尋
問

を
終
了
し
ま
し
た
。

第
５
次
も
勝
利
を
確
信

前
日
の
第
４
次
ロ
ッ
ク
ア

ウ
ト
解
雇
裁
判
の
解
雇
無
効

の
全
面
勝
利
判
決
に
加
え
て
、

こ
の
証
人
尋
問
で
第
５
次
裁

判
の
勝
利
も
確
信
し
ま
し
た
。

組
合
は
全
て
の
ロ
ッ
ク
ア
ウ

ト
解
雇
裁
判
に
勝
利
し
、
原

告
全
員
の
職
場
復
帰
を
目
指

し
て
、
最
後
ま
で
闘
っ
て
い

き
ま
す
。

(3)２０１７年３月２１日 か い な 第２３０２号 ２０１７年３月２１日 か い な 第２３０２号(2)

★ 「かいな」の最新記事がメールで読めます。組合ホームページでメールアドレスを登録するだけでＯＫ。

裁判報告

組 合 な ん で も 相 談 窓 口
事業所名 職場名 氏名 電話番号

本 社 ＴＳＤＬ．ＩＳＥＬ・Ｓｙｓｔｅｍ技術 大岡 義久 1712-5175
本 社 ＧＴＳ．ビジネスオペレーショ ンズ 杉野 憲作 205-6550
幕 張 価格計画．S&D価格計画 石原 隆行 205-6483
名古屋 ＧＢＳ．インダストリアル・アプリケーショ ン開発 板倉 浩 205-2205
大 阪 ＧＦＳ．西日本グリーンファシリティＳＶＣ 山本 茂秋 205-6320
大 阪 西日本地区技術・技術推進 河本 公彦 205-5204
組合
事務所
連絡先

TEL：０３－３５８３－９０３７ (月～金 １３時～１６時) ＦＡＸ：０３－５５６２－０８５３

メール: kumiai@jmitu-ibm.org 組合ホームページ: http://www.jmitu-ibm.org/

注）上記窓口は、事業所にこだわらず、連絡のとれる電話番号へどうぞ

法律相談 労働問題以外の民事一般についても相談受け付けます（お手数ですが電話予約をお願いします）

東京法律
事務所

弁護士 水口 洋介、 今泉 義竜、 本田 伊孝

東京都新宿区四谷1-4 四谷駅前ビル TEL:03-3355-0611㈹ Ｗｅｂ :http://tokyolaw.gr.jp/

旬報法律

事務所

弁護士 大熊 政一、山内 一浩、並木 陽介、細永 貴子

東京都千代田区有楽町1-6-8松井ビル6階(受付7F)TEL:03-3380-5311㈹ Ｗｅｂ:http://jnpo.org/

岡田尚法律
事務所

弁護士 岡田 尚

神奈川県横浜市中区太田町１－１０ ＮＧＳ太田町ビル５階 TEL: 045-222-7577

ロ
ッ
ク
ア
ウ
ト
解
雇
５
次
・
証
人
尋
問

解
雇
理
由
の
ね
つ
造
明
ら
か
に


